
「介護予防給付の報酬体系等」及び「ガイドラインか
らみたサービス類型」について

参考資料③



○ 介護予防訪問介護は、利用者の心身機能の維持回復を図ることを目的としたものであり、訪問介護と
は異なり、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことが明確化されている。

介護予防サービスの基本方針について

介
護
給
付

予
防
給
付

○ 介護予防通所介護は、介護予防を目的としたものであり、通所介護とは異なり、基準上、いわゆる「レ
スパイト（利用者家族の負担軽減）」の要素は出てこない。

介
護
給
付

予
防
給
付
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介護予防訪問介護の事業は、その利用者が可能な限り居宅において、要支援状態の維持若し
くは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、
入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機
能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな
い。

訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事
の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

（介護予防）訪問介護の基本方針(岡山市基準条例より）

介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心
身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければ
ならない。

通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必
要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機
能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

（介護予防）通所介護の基本方針(岡山市基準条例より）



中山間地等に所在する小規模事業所
　　　　　　　　　　　　　（＋１０％）

介護予防訪問リハビリ事業所のリハビリ専門職との連
携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋１００単位／月）

中山間地等でのサービス提供
　　　　　　　　　　　　　（＋５％）

介護予防訪問介護事業所と同一建物の利用者又はこ
れ以外の同一建物の利用者２０人以上へのサービス
提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（－１０％）

サービス提供者が訪問介護員２級課程修了
者　　　　　　　　　　　　　　　　　（－３０％）

　要支援１・２　　１，１６８単位／月
（週１回程度）

　要支援１・２　　２，３３５単位／月
（週２回程度）

要支援２　　　３，７０４単位／月
（週２回を超える） 介護職員の処遇改善を実施

　　　　　　　　　　（＋３．８４％～＋８．６％）

離島等の特別地域に所在する事業所
　　　　　　　　　　　　　（＋１５％）

初回加算
　　　　　　　　　　　　　（＋２００単位／月）

（参考）介護予防訪問介護の報酬について

要支援度に応じた

基本サービス費 事業所の体制等に対する加算・減算
利用者の状態等に応じたサービス提供に対する

加算・減算

指定介護予防訪問介護の介護報酬のイメージ（１月あたり）
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※基本報酬部分は、１
月あたりの包括された
報酬単位となっている

※身体介護＋生活援
助が一体となった報酬
単位となっている

介護予防訪問介護の報酬について

１・介護予防給付の報酬体系等について



又は

　特定事業所加算
　【Ⅰ】（＋２０％）
　【Ⅱ】（＋１０％）
　【Ⅲ】（＋１０％）
　【Ⅳ】（＋５％）

　身体介護　２０分未満
　[１６５単位]

　２人の訪問介護員等のよる
サービス提供
　        （×２００／１００単位）

　夜間若しくは早朝又は深夜の
サービス提供（夜間又は早朝
＋２５％　深夜＋５０％）

　身体介護　２０分以上３０分未満
　[２４５単位] 　中山間地域等に所在する小

規模事業所
　　　　　　　　　　　（＋１０％）　身体介護　３０分以上１時間未満

　[３８８単位]

　中山間地域等でのサービス
提供
　　　　　　　　　　　（＋５％）

　身体介護　１時間以上
　[５６４単位]（３０分を増すごとに＋８０単位）

　訪問介護事業所と同一建物の利
用者又はこれ以外の同一建物の利
用者２０人以上へのサービス提供
　　　　　　　　　　　　　（－１０％）

　離島等の特別地域に所在す
る事業所
　　　　　　　　　　　　　（＋１５％）

　緊急時のサービス提供
　                   （１００単位）

　初回加算
　                   （２００単位）

　訪問リハビリ事業所又は通所
リハビリ事業所のリハビリ専門
職との連携　　　（１００単位）

（注）身体介護（２０分以上）に引き続き生活援助を行った
場合の単位については省略する。 　サービス提供責任者が訪問

介護員２級課程修了者
　　　　　　　　　　　　（－３０％）

　生活援助　２０分以上４５分未満
　[１８３単位]

　生活援助　４５分以上
　[２２５単位]

　介護職員の処遇改善を実施
　   （＋３．８４％～＋８．６％）

（参考）訪問介護の報酬について

サービス提供時間別基本サービス費

（通院等乗降介助は除く）
利用者の状態に応じたサービス提供や

事業所の体制に対する加算・減算

指定訪問介護の介護報酬のイメージ（１回あたり）

3

※基本報酬部
分は、１回あたり
の時間ごとの報
酬単位となって
いる

※身体介護と生
活援助が分離し
ている

訪問介護の報酬について



看護・介護職員数が基準を満たさない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（－３０％）

介護予防通所介護事業所と同一建物に居住
する者へのサービス提供
　　　　　　　　　　　　（－３７６～－７５２単位／月）

　要支援１　　１，６４７単位／月

　要支援２　　３，３３７単位／月

要支援度の維持改善の割合が一定以上
【事業所評価加算】　（＋１２０単位／月）

選択的サービス複数実施
　（２種類：４８０単位／月、３種類：＋７００単位／月）

１）運動機能の向上のみ（＋２２５単位／月）

２）栄養状態の改善のみ（＋１５０単位／月）

３）口腔機能の向上のみ（＋１５０単位／月）

中山間地等でのサービス提供
　　　　　　　　　　　　　（＋５％）

介護福祉士や３年以上勤務者を一定以上
配置　　　　　　（＋２４～＋１４４単位／月）

介護職員の処遇改善を実施
　　　　　　　　　　（＋１．７６％～＋４．０％）

生活機能の向上を目的としたグループ活動
【生活機能向上グループ活動加算】（＋１００単位／月）

若年性認知症利用者受入（＋２４０単位／月）

利用者数が定員を超える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（－３０％）

又
は

（参考）介護予防通所介護の報酬について

要支援度に応じた

基本サービス費 事業所の体制等に対する加算・減算
利用者の状態等に応じたサービス提供に対する

加算・減算

指定介護予防通所介護の介護報酬のイメージ（１月あたり）
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※基本報酬部分は、１
月あたりの包括された
報酬単位となっている

介護予防通所介護の報酬について



　２～３時間
　[２６６単位]

　３～５時間
　[３８０単位]

　若年性認知症利用者受入
　（６０単位）

　５～７時間
　[５７２単位]

　７～９時間
　[６５６単位]

　個別機能訓練の実施
　（４６単位、５６単位）

　９～１０時間
　[７０６単位]

　１１～１２時間
　[８０６単位]

　栄養状態の改善のための計
画的な栄養管理
　（１５０単位）※月２回を限度

　中山間地域等でのサービス
提供
　（＋５％）

　介護職員の処遇改善を実施
　（＋１．７６％～＋４．０％）

　口腔機能向上への計
画的な取組
　（１５０単位）※月２回を限度

　入浴介助を行った場合
　（５０単位）

　介護福祉士や３年以上
勤務者を一定以上配置
　（６単位、１２単位、１８単位）

　中重度者の受入体制
　（４５単位）

　認知症高齢者の受入
　（６０単位）

　定員を超えた利用や人員
配置基準に違反
　（－３０％）

　送迎を行わない場合
　（４７単位）

通所介護事業所と同一の建物に

居住する者へのサービス提供

　（９４単位）
（注）２～３時間は３～５時間の単位数に７０／１００
を乗じた後の単位数、９～１４時間は延長加算を加
えた後の単位数を記載している。

　１２～１３時間
　[８５６単位]

　１３～１４時間
　[９０６単位]

（参考）通所介護の報酬について

サービス提供時間別基本サービス費

（要介護１で通常規模型を利用した場合）
利用者の状態に応じたサービス提供や

事業所の体制に対する加算・減算

指定通所介護の介護報酬のイメージ（１回あたり）
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※基本報酬部
分は、１回あた
りの時間ごと
の報酬単位と
なっている

通所介護の報酬について



【訪問介護】 要支援１又は２の１月あたりの利用回数を４回、要支援２の１月あたりの利用回数を１２回と仮
定して、要介護度別の１回あたりの基本報酬の評価と比較すると、要支援は要介護（生活援助）と
比較して高くなっている。

【通所介護】 要支援２の１月あたりの利用回数を８回と仮定すると、それを下回る利用が一定程度ある。

介護予防訪問介護、訪問介護

（単位）

通所サービス及び訪問サービスにおける１回あたりの基本報酬について

【注】
要支援１・２、要支援２は、利用頻度別の単位数
要支援１・２は、要支援１又は２の介護予防訪問介護（１１６８単位）を４で除した単位数
要支援２は、要支援２の介護予防訪問介護（３７０４単位）を１２で除した単位数
※P.３の介護予防訪問介護の報酬について及びP.4の訪問介護の報酬についてを図示化
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単位：人

※要支援と要介護の生活援
助の単位を比べると要支援
の単位の方が高くなっている

※社会保障審議会介護給付費分科会第114回資料を一部改編

介護予防通所介護

※要支援２の標準的な月の
利用回数（８回）を下回る利
用の実態が一定程度ある



現行の訪問介護相当のサービス
（現行の基準と同様）

緩和した基準によるサービス
住民ボランティア・住民主体の自主活動

（必ず遵守すべき基準）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

・管理者※１ 常勤・専従１以上
・訪問介護員等 常勤換算2.5以上
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研
修等修了者】
・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に
１人以上※２
【資格要件：介護福祉士、実務研修修了者、3
年以上介護等の業務に従事した介護職員初
任者研修等修了者】

※１ 支障がない場合、他の職務、同一敷地
内の他事業所等の職務に従事可能。

※２ 一部非常勤職員も可能。

・管理者※ 専従１以上
・従事者 必要数
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研
修等修了者又は一定の研修受講者】
・訪問事業責任者（仮称） 従事者のうち必要
数
【資格要件：従事者に同じ】

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能。

・従事者 必要数

設
備
・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備・備品

・事業の運営に必要な広さを有する区画
・必要な設備・備品

運
営

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の
管理
・秘密保持等 ・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密
保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

訪問型サービス（第一号訪問事業）の基準

7
※下線は、市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項。それ以外は、市町村が基準を策定するに当たっての参考例。

（ガイドラインP.101「サービスの基準のイメージ（例）」より）
２．ガイドラインからみたサービス類型について



通所型サービス（第一号通所事業）の基準

現行の通所介護相当のサービス
（現行の基準と同様）

緩和した基準によるサービス
住民ボランティア・住民主体の自主活動

（必ず遵守すべき基準）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

・管理者※ 常勤・専従１以上
・生活相談員 専従１以上
・看護職員 専従１以上
・介護職員 ～１５人 専従１以上

１５人～ 利用者１人につき
専従０．２以上

（生活相談員・介護職員の１以上は常勤）
・機能訓練指導員 １以上

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地
内の他事業所等の職務に従事可能。

・管理者※ 専従１以上
・従事者 ～１５人 専従１以上

１５人～ 利用者１人に必要数

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地
内の他事業所等の職務に従事可能。

・従事者 必要数

設
備

・食堂・機能訓練室（3㎡×利用定員以上）
・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設
備
・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所（3
㎡×利用定員以上）
・必要な設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
・必要な設備・備品

運
営

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・従業者の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保
持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保
持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供
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※下線は、市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項。それ以外は、市町村が基準を策定するに当たっての参考例。

（ガイドラインP.101「サービスの基準のイメージ（例）」より）


